
北相木村単独補助金関係等一覧表 「令和６年４月１日現在」 

（教育委員会分） 

１．北相木村学校給食補助金 北相木小学校の児童の保護者に給食費の支払額の全額を免除する。 

２．分館活動補助 各分館に活動補助金を支給  総額 ９９０，０００円 

３．地区公民館維持費補助 浄化槽等維持管理費の補助  総額 ８３０，０００円 

４．各種団体育成補助  

認定を受けた社会体育・教育団体に活動補助金支給   

   クラブ員数（概ね体育関係は１０人以上、文化関係は５人以上の団体とする 

～９人   ２５，０００円    １０人～２９人   ４０，０００円      ３０人以上   ５０，０００円 

５．青少年団体育成補助  

認定を 受けた青少年団体に活動費補助金支給      

   クラブ員数（概ね体育関係は１０人以上、文化関係は５人以上の団体とする 

～９人   ２５，０００円    １０人～２９人   ４０，０００円      ３０人以上   ５０，０００円 

６．小学生修学旅行補助     1人 ２０，０００円 

７．山村留学生受入農家補助金 1日  ４，０００円 

１． 山村留学受入農家住宅 

改造補助金 
改造工事に要する費用の１／２   補助限度額 ５００，０００円 

９．村文化財補助金 村指定文化財の管理・修理に対する補助  

10．.親子山村留学父兄交通費補助金 
親子山村留学で村に住所を有する者の父兄   月額 １５，０００円 （年額 １８０，０００円が限度） 

※来村なき月は補助対象外とする。また同一月で２回以上来村の場合も補助金額は変わらない。 

11．放課後児童預かり事業 

 

家庭の事情により児童が帰宅しても家族が留守の場合及び学校の長期休暇の時、村公民館や村民交流スポーツセン

ターグリーンドーム等を学習等に利用できる（登録制、無料） 

12．高校生等通学費補助 高校生等 小海駅から高等学校等の最寄りの駅までの通学定期券購入費用の １／２ 補助 

 

＊詳細については役場・担当課までお問い合わせください。尚補助金を受けようとする際には、事前に役場へお問い合

わせ下さい。事後の承諾ができない場合もありますのでご注意願います。 


